
令和７年度 公共下水道事業 駒ヶ根浄化センター 非常放送設備の購入 

 仕様書 
 

１．件 名  令和７年度 公共下水道事業 駒ヶ根浄化センター 

          非常放送設備の購入 

 

２．内 容  非常放送設備の納入及び設置 

（試験調整等の動作確認、消防法関連手続きを含む。）一式 

 

３．納 入 場 所  駒ヶ根市下平 4569番地（駒ヶ根浄化センター 管理棟） 

 

４．納 入 期 限  令和８年３月２７日 

ただし、機器の納入、調整試験等は、駒ヶ根浄化センター運転管理に

支障が出ないようにすること。 

 

５．設備機器等  納入する非常放送設備は、別紙「納入機器一覧」を参照すること。 

 

６．応札品の確認  同等品は、可能とする。 

          応札する者は、必ず、「応札品確認書」、「応札品確認申請書兼回答書」

及び「性能が分かるカタログ等」を上下水道課担当者へ提出し、応札

品の確認及び承認を受け、入札書と併せて提出すること。この手続が

されていない入札書は、無効とする。 

 

７．非常放送設備設置に係る注意事項 

・ 放送設備機器の納入に係る運送費、設置費、試験調整等の動作確認、消防法関連手

続き、納入時にごみとなるものの処分費及び既存機器の撤去、処分費等、納入に係

る全ての費用を本契約に含めること。 

 

８．非常放送設備の試験調整に係る注意事項 

・ 停電時における非常放送が行えるよう非常用電源を構築すること。 

 

９．そ の 他 

  ・ 入札に参加する者で、現場確認を希望する場合は、上下水道課下水道係へ連絡の上、

日程調整を行うこと。 

  ・ 納入等の日程については、発注者と調整を行い、進めること。 

・ 非常放送設備一式（配線等を含む。）は、落下、転倒等に十分配慮し、適切な設置、

補強、保護、固定等を行い、安全を確保した上で、受注者は責任を持って行うこと。 



・ 非常放送設備設置、試験調整完了後、上下水道課職員及び駒ヶ根浄化センターの維

持管理を委託している長野県下水道公社職員に対して、放送設備の使用方法の説明

を行うこと。また、設備の不具合、使用方法についての疑義があった場合、説明、

調整等の対応をすること。 

・ この仕様書について疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。 

 


